
 電話番号

①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従　業　員　数

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

住　所　青森市大字野沢字川部63番地

 氏　名　大矢建設工業株式会社

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

                             提出者

計　　画　　期　　間

3,139,480千円/年

様式第二号の八（第八条の四の五関係）

産業廃棄物処理計画書

事　業　場　の　名　称

事 業 場 の 所 在 地

大矢建設工業株式会社

令和 ６年　６　月　２８　日

(第１面)

　青森市長　　　様

青森市大字野沢字川部63番地

　　　　　代表取締役　大矢　進

（日本産業規格　Ａ列４番）

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

別紙の通り

06　総合工事業

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

103人

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　紙くず　木くず　  （株）庄司興業所　管理型最終処分場

　繊維くず　ｺﾞﾑくず　　【焼　却】 　許可番号 ： 1224007015　 処理能力 ： 211,643 ㎥

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　紙くず　木くず　

　繊維くず　【圧縮固化】

 中間処理

㈱青森クリーン

　許可番号 ： 00230134320　 処理能力 ： 431,717㎥

㈱エコテックワールド岩手

切断 廃プラスチック類　金属くず 　許可番号 ： 00329173183　 処理能力 ： 48 ｔ／日

圧縮 廃プラスチック類　紙くず

造粒固化 汚泥（無機性のものに限る。）

圧縮固化 廃プラスチック類　紙くず　木くず　繊維くず

㈱青森クリーン

　許可番号 ： 00230134320　 処理能力 ： 431,717㎥

青森産業廃棄物処理事業協同組合

　許可番号 ： 10832001236　 処理能力 ： 549,137 ㎥

野村興産㈱イトムカ鉱業所

　許可番号 ： 00140004746　 処理能力 ： 103,159ｔ/日

水銀使用製品産業廃棄物（廃蛍光管） 破砕処理後の廃蛍光灯

【破砕】 再生委託【中間処理（破砕）】

処分委託【安定型埋立】

汚泥 再生品目
　売却先 ： 各建設業者

【造粒固化】 【再生土】

ｶﾞﾗｽくず・陶磁器くず 破砕処理後のｶﾞﾗｽ・陶磁器

【破砕】 処分委託【管理型埋立】

破砕処理後のｶﾞﾗｽ・陶磁器

【破砕】 再生委託【中間処理（破砕）】

紙くず 再生品目
　売却先 ： ㈱もっかいトラスト

【圧縮】 【古紙】

陶磁器くず　がれき類　金属くず（廃蛍光管に限る） 【破砕】 処分委託【管理型埋立】

（これらのうち、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず

及び陶磁器くずは水銀使用製品産業廃棄物を含む。） 廃石膏ボード（新築系） 破砕処理後の廃石膏ボード

焼却 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　紙くず　木くず　繊維くず　ｺﾞﾑくず

破砕 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　木くず　ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び 廃石膏ボード（解体系） 破砕処理後の廃石膏ボード

  事業範囲
がれき類（Ｃｏがら・Ａｓがら） 再生品目

　売却先 ： 県内建設業者
【破砕】 【再生砕石（ＲＣ-40，ＲＣ-80）】

処理施設所在地 ： 青森市大字野沢字川部１－１外
木くず 再生品目

　売却先 ： アキモクボード（株）　他
【破砕】 【木材チップ】

再生品目
　売却先 ： 王子製紙㈱

大 矢 建 設 工 業 株 式 会 社 （ 産 業 廃 棄 物 中 間 処 理 施 設 ）
【ＲＰＦ】

金属くず 再生品目
　売却先 ： （株）青森資源

産業廃棄物処分業許可番号 ： １０８２２０２０６１６　（青森市）
【切断】 【有価スクラップ】

大矢建設工業株式会社 産業廃棄物中間処理施設　処理工程図

焼却処理後の燃え殻

処分委託【管理型埋立】

廃プラスチック類 再生品目
　売却先 ： （株）ＳＫＲ

【破砕・圧縮】 【再生プラスチック原料】



(第２面)

産業廃棄物の種類

排 　　　 出　　 　 量 t t

産業廃棄物の種類

排 　　　 出　　 　 量 t t

①現状

②計画

①現状

住　所

 （今後実施する予定の取組）
別紙の通り

【前年度（令和５年度）実績】

 （これまでに実施した取組）

別紙の通り

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 （管理体制図）

 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
別紙の通り

 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
別紙の通り

産業廃棄物の分別に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

②計画

【目標】

代表取締役（統括責任者）

廃 棄 物 担 当総 務 部 門（荒川事務 総 務 部 門（本社事務所）

工 事 担 当 者 廃棄物処理場責任者 処理場計量所責任者 重機・車輌部門責任者



(第３面)

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

t t

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の量

t t

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

 （これまでに実施した取組）
別紙の通り

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

②計画

【目標】

 （今後実施する予定の取組）
別紙の通り

【目標】

（これまでに実施した取組）
別紙の通り

 （今後実施する予定の取組）
別紙の通り

②計画



○　再資源化量を増やすために、分別の徹底及び細分化

○  工事現場内での破砕及び再生利用を積極的に行う

〇　ガラス・陶磁器くずの再生利用方法の模索　

（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　破砕・切断等の中間処理後の再生利用

○　再資源化し、各業者に販売

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 ガラス・陶磁器くず 金属くず

排出量 19,000t 1,000ｔ 25ｔ

○　破砕・切断等の中間処理後の再生利用

○　再資源化し、各業者に販売

○　再資源化量を増やすために、分別の徹底及び細分化

○  工事現場内での破砕及び再生利用を積極的に行う

〇　ガラス・陶磁器くずの再生利用方法の模索　

944.43ｔ 24.87ｔ

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類 ガラス・陶磁器くず 金属くず

排出量 18,934.51t



○　廃石膏ボードの再生利用方法の模索　

〇　再生処理後の汚泥は再生土として再利用

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　破砕等中間処理による最終処分量の減容化

○　分別の徹底及び細分化による処分量の減量化

○　分別後、再資源化可能な物は再資源化する

○　細かく分別し、焼却処理を可能な限り減らす

排出量 700ｔ 5.0ｔ 3,000ｔ

（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　分別後、再資源化可能な物は再資源化する

○　細かく分別し、焼却処理を可能な限り減らす

○　廃石膏ボードの再生利用方法の模索　

〇　再生処理後の汚泥は再生土として再利用

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード 建設汚泥 木くず

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　破砕等中間処理による最終処分量の減容化

○　分別の徹底及び細分化による処分量の減量化

建設汚泥 木くず

排出量 638.35ｔ 4.21ｔ 2,920.41ｔ

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード



○　塩ビ管と他の廃プラスチック類の分別

○　圧縮による古紙の再資源化

○　畳等の現場内再利用

○　RPF化可能な廃プラスチック類・紙くず・繊維くずの選別の徹底

10t 70ｔ

（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず 繊維くず

排出量 300ｔ

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　塩ビ管と他の廃プラスチック類の分別

○　圧縮による古紙の再資源化

○　畳等の現場内再利用

○　RPF化可能な廃プラスチック類・紙くず・繊維くずの選別の徹底

排出量 269.31ｔ 7.64ｔ 64.73ｔ

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず 繊維くず



（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内で割らないように撤去

○　付着物（包装紙やビニール）の現場内での除去

○　処理場運搬後の付着物の確認

○　処理するまでに割れないよう専用容器で保管

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 混合廃棄物 廃蛍光灯

排出量 90ｔ 2.0ｔ

○　処理するまでに割れないよう専用容器で保管

1.347ｔ

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内で割らないように撤去

○　付着物（包装紙やビニール）の現場内での除去

○　処理場運搬後の付着物の確認

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 混合廃棄物 廃蛍光灯

排出量 89.12ｔ



○　分別を細分化し徹底する事で、焼却処理を減らしリサイクル率を向上させる

（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　がれき類は破砕施設で破砕処理し、再生砕石として自社利用若しくは各業者に販売

○　金属くずは切断処理し、有価スクラップとしてスクラップ業者に販売

○　建設汚泥は造粒固化し、再生土として自社利用若しくは各業者に販売

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類 金属くず 建設汚泥

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

19,000t 25t 5t

○　金属くずは切断処理し、有価スクラップとしてスクラップ業者に販売

○　建設汚泥は造粒固化し、再生土として自社利用若しくは各業者に販売

○　分別を細分化し徹底する事で、焼却処理を減らしリサイクル率を向上させる

24.87ｔ 4.21ｔ

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　がれき類は破砕施設で破砕処理し、再生砕石として自社利用若しくは各業者に販売

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類 金属くず 建設汚泥

自ら再生利用を行っ
た産業廃棄物の量

18,934.51t



○　紙くずは、古紙とそれ以外に分別し、古紙は圧縮処理後古紙再生業者に販売

○　木くずは選別した後、木質合板原料・燃料として業者に販売

○　付着物の現場内での除去

○　運搬後の選別ラインでの塩ビ管他の再資源化可能な品物とそれ以外の分別

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずは、RPF原料として使用可能なものとそれ以外に分別

○　RPF原料として使用可能なものを除いた後、各選別ラインでさらに細別

○　プラスチックシート等のプラスチック成型材は圧縮し、リサイクル原料業者に販売

○　塩ビ管は洗浄後破砕し、リサイクル原料業者に販売

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

2,400t 108t 2t

（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　プラスチックシート等のプラスチック成型材は圧縮し、リサイクル原料業者に販売

○　塩ビ管は洗浄後破砕し、リサイクル原料業者に販売

○　紙くずは、古紙とそれ以外に分別し、古紙は圧縮処理後古紙再生業者に販売

○　木くずは選別した後、木質合板原料・燃料として業者に販売

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 木くず 廃プラスチック類 紙くず

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　運搬後の選別ラインでの塩ビ管他の再資源化可能な品物とそれ以外の分別

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずは、RPF原料として使用可能なものとそれ以外に分別

○　RPF原料として使用可能なものを除いた後、各選別ラインでさらに細別

廃プラスチック類 紙くず

自ら再生利用を行っ
た産業廃棄物の量

1,752.25t 96.95t 1.53ｔ

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 木くず



○　混合された廃プラスチック類・紙くず・繊維くずは、RPF原料として使用可能なものとそれ以外に分別

○　RPF原料として使用可能なものを除いた後、各選別ラインでさらに細別

○　原料化以外の再生利用方法の模索

〇　廃棄物ごとの選別の細分化と従事者への教育の徹底

18ｔ

（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　運搬後の選別ラインでの混合物の中で再資源化可能な品物とそれ以外の分別②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 繊維くず 混合廃棄物

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

14ｔ

○　付着物の現場内での除去

○　運搬後の選別ラインでの混合物の中で再資源化可能な品物とそれ以外の分別

○　混合された廃プラスチック類・紙くず・繊維くずは、RPF原料として使用可能なものとそれ以外に分別

○　RPF原料として使用可能なものを除いた後、各選別ラインでさらに細別

○　原料化以外の再生利用方法の模索

〇　廃棄物ごとの選別の細分化と従事者への教育の徹底

自ら再生利用を行っ
た産業廃棄物の量

12.95ｔ 17.82ｔ

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 繊維くず 混合廃棄物



○　繊維くずは、現場内で使用可能な物とそれ以外に分別し、利用不可な物は焼却し減量化

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずの焼却灰は、最終処分業者に処理を委託

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずはRPF化出来るものとそれ以外に選別し、選別後の処理を徹底する

（これから実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　廃プラスチック類で再生利用できないものは、焼却処理し減量化

○　紙くずは古紙とそれ以外に分別し、古紙以外のものは焼却し減量化

0t 0t 0t

自ら中間処理により減量
する産業廃棄物の量

180t 7t 49t

○　繊維くずは、現場内で使用可能な物とそれ以外に分別し、利用不可な物は焼却し減量化

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずの焼却灰は、最終処分業者に処理を委託

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずはRPF化出来るものとそれ以外に選別し、選別後の処理を徹底する

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず 繊維くず

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　廃プラスチック類で再生利用できないものは、焼却処理し減量化

○　紙くずは古紙とそれ以外に分別し、古紙以外のものは焼却し減量化

繊維くず

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

0ｔ 0t 0t

自ら中間処理により減量
した産業廃棄物の量

161.59ｔ 5.35ｔ 45.31ｔ

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず



○　設計段階での、混合廃棄物を出さない工法の検討

○　RPF化施設と各選別ラインの連携による再資源化率の向上

○　蛍光管の付着物（包装・ビニールなど）の除去の徹底

（これから実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　選別ラインで、可燃物と不燃物の選別

○　可燃物は焼却処理、不燃物は各処理ラインでそれぞれ処理する

○　可燃物・不燃物ともにそれぞれ再生利用可能な物は、それぞれのラインで再生利用

0t 0t

自ら中間処理により減量
する産業廃棄物の量

63t 0t

○　設計段階での、混合廃棄物を出さない工法の検討

○　RPF化施設と各選別ラインの連携による再資源化率の向上

○　蛍光管の付着物（包装・ビニールなど）の除去の徹底

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 混合廃棄物 廃蛍光灯

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　選別ラインで、可燃物と不燃物の選別

○　可燃物は焼却処理、不燃物は各処理ラインでそれぞれ処理する

○　可燃物・不燃物ともにそれぞれ再生利用可能な物は、それぞれのラインで再生利用

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

0t 0t

自ら中間処理により減量
した産業廃棄物の量

62.39ｔ 0t

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 混合廃棄物 廃蛍光灯



(第４面)

t t

t t

t t

優良認定処理業者
への処理委託量

t t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

t t

認定熱回収業者
への処理委託量

t t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
t t

 （これまでに実施した取組）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

 （今後実施する予定の取組）

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類



（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　選別・破砕後の廃石膏ボードの内再生可能な物は再生処理業者に処理委託する事で、最
終処分量を縮減

○　再生利用可能な木くずは破砕した後再資源化

○　建設汚泥は再生処理後、再生土として自社利用若しくは各業者に販売

認定熱回収業者
への処理委託量
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

優良認定処理業
者への処理委託
再生利用業者へ
の処理委託量

280t

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード 建設汚泥 木くず

全処理委託量 700t 0t 300ｔ

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

○　付着物の現場内での除去

○　選別・破砕後の廃石膏ボードの内再生可能な物は再生処理業者に処理委託する事で、最
終処分量を縮減

○　再生利用可能な木くずは破砕した後再資源化

○　建設汚泥は再生処理後、再生土として自社利用若しくは各業者に販売

認定熱回収業者
への処理委託量
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

優良認定処理業
者への処理委託
再生利用業者へ
の処理委託量

255.34ｔ

建設汚泥 木くず

全処理委託量 638.35ｔ 0t 292.04ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 廃石膏ボード



○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずで、RPF原料として使用可能な物とそれ以外の選別

○　廃プラスチック類は、付着物を除去しRPF原料とするものと再生プラスチック原料とするもの
に分けて処理する

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

（今後実施する予定の取組）

○　各工事現場内での分別解体

再生利用業者へ
の処理委託量
認定熱回収業者
への処理委託量

全処理委託量 12t 1.0t 7.0t

優良認定処理業
者への処理委託

○　付着物の現場内での除去

○　処理場運搬後の各選別ラインでの選別

○　廃プラスチック類・紙くず・繊維くずで、RPF原料として使用可能な物とそれ以外の選別

○　廃プラスチック類は、付着物を除去しRPF原料とするものと再生プラスチック原料とするもの
に分けて処理する

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず 繊維くず

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

（これまでに実施した取組）

○　各工事現場内での分別解体

再生利用業者へ
の処理委託量
認定熱回収業者
への処理委託量

0.76ｔ 6.47ｔ

優良認定処理業
者への処理委託

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック類 紙くず 繊維くず

全処理委託量 10.77ｔ



（今後実施する予定の取組）

○　現場内での廃石膏ボードの付着物の除去（壁紙等）

○　選別ラインでの廃石膏ボードとそれ以外に分別

○　処理ラインでの破砕処理後、処理業者に処理を委託

○　混合廃棄物は処理前の選別を徹底し、リサイクル可能な物は各処理ラインにて再生処理す
る

○　廃蛍光管は破砕したのち再生処理業者に処理委託する事で、最終処分量を縮減

認定熱回収業者
への処理委託量
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

優良認定処理業
者への処理委託
再生利用業者へ
の処理委託量

0.4t

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 混合廃棄物 廃蛍光管

全処理委託量 9.0t 2.0t

（これまでに実施した取組）

○　現場内での廃石膏ボードの付着物の除去（壁紙等）

○　選別ラインでの廃石膏ボードとそれ以外に分別

○　処理ラインでの破砕処理後、処理業者に処理を委託

○　混合廃棄物は処理前の選別を徹底し、リサイクル可能な物は各処理ラインにて再生処理す
る

○　廃蛍光管は破砕したのち再生処理業者に処理委託する事で、最終処分量を縮減

認定熱回収業者
への処理委託量
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託
量

優良認定処理業
者への処理委託
再生利用業者へ
の処理委託量

0.269ｔ

廃蛍光管

全処理委託量 8.91ｔ 1.347ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 混合廃棄物



(第５面)

t t

優良認定処理業者
への処理委託量

t t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

t t

認定熱回収業者
への処理委託量

t t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
t t

 （今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類

②計画

【目標】



（第６面）

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２  当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成工事
高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規模が分かるよう
な前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの一連
の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４ 　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理を行
うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによっ
て減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量を記入す
るほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２
号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処
理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及
び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
績、目標及び取組を記入すること。

６ 　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記入
し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、
前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付する
こと。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

７ 　※欄は記入しないこと。

備考


